
平成25年度千葉県民提案事業により 
   全国消費生活相談員協会 千葉消費者問題研究会が作成 1 

お金とくらしについて 

監修 弁護士 高木篤夫 



登場人物を紹介します 

ぼくは 
タケルです。 

わたしは 
コアラ先生だ。 

ぼくは 
ケンタです。 

わたしは 
ユカです。 

わたしは 
メイです。 
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この勉強の目的とはなんだろう？ 

 
①物やお金の大切さに気づき、  

  計画的な使い方ができるよ  
  うになろう。 
 ②約束やきまりの大切さを知り、  
  ルールを守る大切さを知ろう。 
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ケ 

 

Ⅰおこづかいを 
   つかいすぎたら！ 
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おこづかいがないと 
マンガの本が買えな
いよ。 

  
欲しいものを買ってしま
い、おこづかいが足りな
くなったことがあるよ。 
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ケシゴムを
無 

 
うわ、うれしいな。ドラゴンカード
のカード欲しかったんだ。カードは
２００円なのか、でもお金がない。
どうしょう！ 

 

 
 
ケンタ、ドラゴンゲームのカードが販売
されている。レアカードが入っているか
もしれない。２００円だから買おうよ、 
 
 

  
 ケンタ！ダメ！ 
お金は大切に使うの。 
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１か月のおこづかいは 
１０００円なんだけど・・・ 

 

 
マンガの本を３００円で買ったよ。 
トレーディングカードも買った！ 

３００円だった。 
 

 

 
 
 
友達とソフトクリームを食べた2００円 
ガチャガチャをやった２００円 
そして・・・ドラゴンカード２００円 
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この間、遊んだときに 



今月の支出 
１２００円 

マンガ ３００円 

トレーディングカード 

       ３００円 

ガチャガチャ 
       ２００円 

ソフトクリーム 
       ２００円 

今月のおこづかい１０００円
を超えてしまう。 

ドラゴンカード 
       ２００円 
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ケンタ！お金をつかいす
ぎているわ！何を買った
のか言ってみなさい。 

 
お金は計画的に使うことが
必要だ！自分でどうすれば
よいか考えてみよう！ 

 

 
おかあさん。今月のおこ
づかいが足りないよ！ 
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皆さんはケンタくん
についてどう思いま
すか？ 
 

質問 



 
ケンタは欲しいものがある時に、
がまんすることはないの？ 

 

わたしはものを買う時は、本
当に欲しいかよく考えてから
買うことにしているの！ 

まず、本当に必要なものか。 
おなじものを持っていないか、 
値段はいくらか調べるといいね。 
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ケンタ！おこづかいノート
をつけてみましょう。 
毎週、ノートをお母さんに
見せてね。 
 

ケンタくんとお母さんのよ
うに、おうちの人とおこづ
かいのルールについて話し
合ってみよう。 

おこづかいノートか 
めんどうだな！ 
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働 

く 

収 

入 きみたちの 
おこづかい 

 働いて得たお金が生活に使われる！ 
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商品購入 

支出 

 



 働いて得たお金が生活に使われる！ 

生活に使うお金を、
支出と言うのか。 

働くからお
金をもらえ
るのね。 

おうちの人が
働いたお金は
収入だね。 

収入と支出のバランス
が大切だ！ 
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支出は収入より多くならない 
ようにしよう！ 
  

もしもの時に、使える貯金も 
大切だよ！ 



ケ 
Ⅱ契約する（商品を買う） 

  とはどんな約束かな！ 
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ケシゴムを
無 

 
ケンタ！ 
お菓子をコンビニで
買っていこうよ？ 

 

  
ぼく、ゲームソフトが 
ほしいんだ。だから 
お金をためているんだ。 

どうしようかな？ 
友だちだから、断り 
にくいな～ 
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さて、きみたちなら 
どうする？ 

 
わたしならがまんし
てお金をためるわ！ 

 

 
ぼくなら友だちか
らさそわれたら、
お菓子を買うよ！ 

 

友だちにお金
をためている
ことを言えば
いいのかな！ 
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がまんする！ 

 

友だちといっしょにジュースを買いに
行ったら、おまけつきのガムが売ってい
た。ほしいけど、お金が足りないよ。 
きみならどうする？ 
 

おまけつきな
ら、ほしいわ。 
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質問 



ぼくだったら１２０円
のしか買わないよ！  

コンビニでジュースを 
１５０円で買ったんだけれど、
高かったから返せるかしら？ 

値段だけで買うものを 
決めてもいいかな？ 
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そうだね！  

 買い物をするために 
     何が必要でしょうか？ 
  ①買い物メモをつける 
    予算・何を買う・いつ・どこで 
  ②商品の情報を集める 
    商品の表示や広告から情報を得る 
  ③品物をよく見て選ぶ 
 

         



22 

みなさんは買い物をす
る時に、注意している
ことは何ですか？ 

質問 



ぼくなら、品
物の大きさや
量を見るよ。 

使う目的とか、 
予算を考えた
ほうがよいね。 

まず、本当に必
要なものか。 
おなじものを
持っていないか。 
値段はいくらか。 

安全性や品質も
大切だね。 
マークや品質の
表示を見るわ。 
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さて、みなさん 
契約について考え
てみましょう。 



お店でジュースを買う時 

ファミセブサンクス
リーマート 

 

お金を出して
ジュースをもらう 
 

 

お金を受け取って 
ジュースをわたす 
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お店でジュースを買う時、「買い
ます」とお店の人に言います。 
 
お店の人が「売ります」と言った

時に、お金を払う約束が成立し
ます。 
このことを・・契約（けいやく）
と言います。 

 

26 



この時に契約（けいやく）
が成立します。 

買
い
ま
す 
 

売
り
ま
す 
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ジュースを 
返したい・・ 

ジュースに問題は 
ないしこまるよ！ 

 
一方的に返すこと
はできません。 
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ファミセブサンクス
リーマート 



今月のおこづかいの中から 
いくら使えるか考えよう。 

 
ジュースを買う前に、他 
の店の値段を調べることが 
必要かな！ 

 

買ったら返せないと 
いうことは、特別な 
約束なんだね。 
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法律（ほうりつ）
とは何ですか？ 

法律（ほうりつ）とは、国が決
めたルールのことなんだよ！ 

  
 契約（けいやく）とは 
 法律（ほうりつ）で 
 みとめられた  
 特別な約束です。 

 



 
レシートをもらったら、捨
てずにチェックするわ！ 

 

 
商品を買った後に、注意す
ることは何だろう？ 

 

買い物ノートに 
書いておくことも 
よいのかな！ 
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質問 



  
 
 
 
ノート3冊と消しゴム        ノート３冊で 
 セットで３００円                ２７０円 
 
 

きみたちはどちらを選ぶの？ 
 
 

＋ 
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質問 



 わたしなら消しゴムを 持って 
いるのでノート３冊で 270円 
にするわ！ 

 消しゴムを30円で買える 
 のか。どうしよう！ 
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ノート3冊と消しゴム        ノート３冊で 
 セットで３００円                ２７０円 
 
 
 
 

＋ 



プリペードカードとは、あらかじめ現金でカードを購入
し、利用時に現金の代わりに使うことができる磁気（じ
き）カードです。 
 
①一回だけつかえるもの → 図書カード・商品券など 
②くりかえしつかえるもの→電子マネー（スイカ・パス
モ）などお金を機械でカードにチャージできる。 

 
商品を買うのに現金以外
の方法はあるかな？ 

 
 
プリペードカードや 
電子マネーがあるよ！ 

 

34 



電子カード（スイカ）を
知っていますか？ 

自動販売機でスイカを使え 
ば、お金がなくともジュース 
を買えるよ。 

魔法（まほう）のカードなんだ。 

ケンタ、魔法（まほう）のカード
ではないの！ 
お金をチャージ（入金）している
でしょう。前払い（まえばらい）
しているわ！ 
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商品を購入する時にその場でお金を払わず、お店
の人にクレジットカードを見せて、サインなどす
ることに商品を買うことができます。 
クレジット会社が代金を立てかえますが、クレ
ジットカードの利用者は後払い（あとばらい）し
ます。 

クレジットカードを子供は使ってはいけません。 
 

 
その他にもあるじゃない
のかな？ 
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クレジットカードも 
あるわ！ 

 



消費者の権利を知っていますか？ 
消費者の利益を守ることはとても
大切です。どんな権利でしょう。 

安全を求める権利 

情報を知らされる権利 

選択する権利 
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消費者教育を受ける権利 
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意見を聞いてくれる権利 



 
環境を考えて、人にやさ
しい商品を買う。 

  
買いすぎず、必要な分 
だけ商品を買う。 

  

ぼくたちの消費生活の行動
が、大切なんだね。 

  

消費者が自分のことだけではな
く、周囲の人やこれから生まれ
てくる人たちの状況、地球の環
境を考えて、社会をつくってい
くことが大切です。 
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商品を買ったりしたときに 
トラブルになったらどうした
らよいの？ 

 
 

どこか相談するところはあるの？ 

 
 

困ったときに相談する窓口が 
あります。 

消費者ホットライン 
 ０５７０-０６４-３７０ 
千葉県消費者センター 

 ０４７-４３４ – ０９９９ 
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 みんなでつくろう 
 消費者市民社会 
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